
令和7年度
必携P無 技術職員業務必携（基準・書式）一覧

技術職員業務必携改正新旧対照表

改正前 改正後

基準及び書式名等 土木 建築・設備

高知市契約規則

高知市工事請負規則

高知市工事請負執行要綱

高知市事務事業執行管理取扱方針　（H16.1月）

高知市小規模工事実施事務要領

小規模工事等の実施基準

業者選定委員会運用基準

業者選定委員会運営方針

施工条件明示書 参考資料編

特記仕様書 各課独自様式

共通仕様書 参考資料編

高知市請負工事監督実施要綱

高知市請負工事監督実施要領

高知市工事施行適正化推進要領　　（H14.8.1） 参考資料編

工事監督のための標準業務内容

施工プロセスチェックリスト（土木・建築・設備） 監督別紙第4号-1 監督別紙第4号-2

高知市土木請負工事技術管理指針 技術管理別紙第1号

土木工事施工計画書（標準書式）の作成 技術管理別紙第2号

出来形管理基準及び規格値 （県準用）

品質管理基準 （県準用）

写真管理基準 （県準用）

高知市請負工事検査実施要綱

高知市土木請負工事検査技術指針 検査別紙第2号

工事検査職員区分及び指名基準

変更後の工事検査及び工事成績評定　〔予定価格500万円前後〕

土木工事出来形寸法検査基準 検査別紙第4号

土木工事品質検査基準 検査別紙第5号

土木工事検査方法 検査別紙第6号

建築工事検査方法 検査別紙第6号－２

電気設備工事検査方法 検査別紙第6号－３

機械設備工事検査方法 検査別紙第6号－４

工事の手直し等に関する取扱い基準

高知市工事成績評定実施要綱

高知市工事成績評定実施要領

工事成績評定記入上の注意点

配置予定技術者状況調書

課税事業者届出書

免税事業者届出書

現場代理人･技術者届

現場代理人･技術者変更届

他の工事との兼務状況

労働福祉の状況報告書

下請負人選定・下請施工通知書

工事請負代金一部前払申請書

工事完成期限延期願

工事着工届

着手届

請負代金内訳書

明細表

工程表

工事完成届

契約様式第13号

契約様式第14号

契約様式第5号

契約様式第6号

契約様式第7号

契約様式第8号

契約様式第9号

契約様式第10号

評
定

評定別紙第1号

評定別紙第2号

評定別紙第3号

工
事
関
係
書
式

契
約
書
式

契約様式第1号

契約様式第2号

契約様式第3号

契約様式第4号

工
事
関
係
要
綱
･
基
準
等

工
事
施
行
と
基
本
法
令

(昭和40年3月15日　規則第4号)

(昭和37年1月20日　規則第5号)

(昭和48年9月1日　施行)

JOSS-共有文書-指針・方針等　参照

(平成6年2月1日　庁達第1号)

契約別紙第1号

契約様式第11号

契約様式第11号-2

契約様式第12号

契約様式第12号-2

◆技術職員業務必携（基準・書式）一覧
(令和７年４月）

第１編　工事監督・検査等業務 適　　用

分類

適
正
履
行

検
査
の
実
施

検査別紙第1号

検査別紙第3号

検査別紙第3号-２

検査別紙第7号

設
計
時

工
事
の
監
督

監督別紙第1号

監督別紙第2号

監督別紙第3号

基準及び書式名等 土木 建築・設備

高知市契約規則

高知市工事請負規則

高知市工事請負執行要綱

高知市事務事業執行管理取扱方針　（H16.1月）

高知市小規模工事実施事務要領

小規模工事等の実施基準

業者選定委員会運用基準

業者選定委員会運営方針

施工条件明示書 参考資料編

特記仕様書 各課独自様式

共通仕様書 参考資料編

高知市請負工事監督実施要綱

高知市請負工事監督実施要領

高知市工事施行適正化推進要領　　（H14.8.1） 参考資料編

工事監督のための標準業務内容

施工プロセスチェックリスト（土木・建築・設備） 監督別紙第4号-1 監督別紙第4号-2

高知市土木請負工事技術管理指針 技術管理別紙第1号

土木工事施工計画書（標準書式）の作成 技術管理別紙第2号

出来形管理基準及び規格値 （県準用）

品質管理基準 （県準用）

写真管理基準 （県準用）

高知市請負工事検査実施要綱

高知市土木請負工事検査技術指針 検査別紙第2号

工事検査職員区分及び指名基準

変更後の工事検査及び工事成績評定　〔予定価格500万円前後〕

土木工事出来形寸法検査基準 検査別紙第4号

土木工事品質検査基準 検査別紙第5号

土木工事検査方法 検査別紙第6号

建築工事検査方法 検査別紙第6号－２

電気設備工事検査方法 検査別紙第6号－３

機械設備工事検査方法 検査別紙第6号－４

工事の手直し等に関する取扱い基準

高知市工事成績評定実施要綱

高知市工事成績評定実施要領

工事成績評定記入上の注意点

配置予定技術者状況調書

課税事業者届出書

免税事業者届出書

現場代理人･技術者届

現場代理人･技術者変更届

他の工事との兼務状況

労働福祉の状況報告書

下請負人選定・下請施工通知書

工事請負代金一部前払申請書

工事完成期限延期願

工事着工届

着手届

請負代金内訳書

明細表

工程表

工事完成届

契約様式第13号

契約様式第14号

契約様式第5号

契約様式第6号

契約様式第7号

契約様式第8号

契約様式第9号

契約様式第10号

評
定

評定別紙第1号

評定別紙第2号

評定別紙第3号

工
事
関
係
書
式

契
約
書
式

契約様式第1号

契約様式第2号

契約様式第3号

契約様式第4号

工
事
関
係
要
綱
･
基
準
等

工
事
施
行
と
基
本
法
令

(昭和40年3月15日　規則第4号)

(昭和37年1月20日　規則第5号)

(昭和48年9月1日　施行)

JOSS-共有文書-指針・方針等　参照

(平成6年2月1日　庁達第1号)

契約別紙第1号

契約様式第11号

契約様式第11号-2

契約様式第12号

契約様式第12号-2

◆技術職員業務必携（基準・書式）一覧
(令和８年４月）

第１編　工事監督・検査等業務 適　　用

分類

適
正
履
行

検
査
の
実
施

検査別紙第1号

検査別紙第3号

検査別紙第3号-２

検査別紙第7号

設
計
時

工
事
の
監
督

監督別紙第1号

監督別紙第2号

監督別紙第3号



令和7年度
必携P96 土木工事施工計画書（標準書式）の作成

３．目次別、一工事・二工事・三工事別一覧表                一   二  三 

一般工事 

※ 一：一工事 

二：二工事 

三：三工事 

○：提出が 

  必要 

－：提出が 

     不要 

※1：条件に 

より必要 

※2：提出は 

 省略でき 

るが管理 

は必要 

（事前に 

確認を行 

うこと。) 

        

                

                

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 表 紙 

  目 次 

⑵ 打合せ記録 

⑶ 工事概要   ① 工事概要 

② 施工特性 

⑷ 計画工程表（総合工程表） 

⑸ 現場組織   ① 現場組織表 

② 現場職員経歴表 

③ 施工体制台帳（下請ある場合） 

④ 施工体系図（下請ある場合） 

⑹ 主要船舶・機械 

⑺ 主要材料 

⑻ 施工方法（仮設備計画含む）① 作業フロー 

② 施工方法 

③ 仮設備計画 

⑼ 施工管理   ① 下請管理（下請ある場合） 

② 工程管理計画 

③ 品質管理計画表 

④ 出来形管理計画表 

⑤ 写真管理計画表 

⑥ 段階確認計画表 

⑦ 段階確認実施表 

⑧ 工事損害影響調査 

⑨ 気象管理 

⑽ 緊急時の体制 ① 連絡系統図 

② 緊急体制組織 

③ 緊急出動人員等 

⑾ 交通管理 

⑿ 安全管理   ① 工事安全管理対策 

② 第三者施設安全管理対策 

         ③ 工事安全教育等 

④ 現場備品整備 

⒀ 現場作業環境の整備 

⒁ 環境及び地元対策 

⒂ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

① 再生資源の利用の促進計画 

② 産業廃棄物計画 

⒃ その他 

○ 

○ 

○ 

○ 
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３．目次別，一工事・二工事・三工事別一覧表                一   二  三 

一般工事 

※ 一：一工事 

二：二工事 

三：三工事 

○： 

必要 

－： 

不要 

※：条件に 

より必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 表 紙 

  目 次 

⑵ 打合せ記録 

⑶ 工事概要   ① 工事概要 

② 施工特性 

⑷ 計画工程表（総合工程表） 

⑸ 現場組織   ① 現場組織表 

② 現場職員経歴表 

③ 施工体制台帳（下請ある場合） 

④ 施工体系図（下請ある場合） 

⑹ 主要船舶・機械 

⑺ 主要材料 

⑻ 施工方法（仮設備計画含む）① 作業フロー 

② 施工方法 

③ 仮設備計画 

⑼ 施工管理   ① 下請管理（下請ある場合） 

② 工程管理計画 

③ 品質管理計画表 

④ 出来形管理計画表 

⑤ 写真管理計画表 

⑥ 段階確認計画表 

⑦ 段階確認実施表 

⑧ 工事損害影響調査 

⑨ 気象管理 

⑽ 緊急時の体制 ① 連絡系統図 

② 緊急体制組織 

③ 緊急出動人員等 

⑾ 交通管理 

⑿ 安全管理   ① 工事安全管理対策 

② 第三者施設安全管理対策 

         ③ 工事安全教育等 

④ 現場備品整備 

⒀ 現場作業環境の整備 

⒁ 環境及び地元対策 

⒂ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

① 再生資源の利用の促進計画 

② 産業廃棄物計画 

⒃ その他 

○ 

○ 

○ 

○ 
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令和7年度
必携P110 工事検査職員区分及び指名基準

検査別紙第３号 

工事検査職員区分及び指名基準 

高知市請負工事検査実施要綱第５条による工事検査職員区分及び指名基準については、次の表のとお

りとする。 

検査区分  
3000万円以上 

の請負契約工事 

500万円以上3000万円 

未満の請負契約工事 

500万 円 未 満 

の請負契約工事 
備  考 

 

 

 

 

完  成 

 

中  間 

 

出 来 高 

 

そ の 他 

検 

査 

責 

任 

者 

技術監理課長 工事課長  

工 

事 

検 

査 

職 

員 

技術監理課長 工事課長 

検査責任者が

自ら検査する

場合 

技術監理課長補佐 

再任用主幹 

再任用副主幹 

※課長補佐級以上の技術

職員 

技術監理課長補佐 

再任用主幹 

再任用副主幹 

※係長級以上の技術職員         

 

課長補佐級以上

の技術職員 

※係長級以上の技

術職員（再任用副

主幹を含む） 

検査責任者が

工事検査職員

を指名して行

う場合 

検 

査 

立 

会 

者 

工事課長 

※工事課の係長以上

(総括監督員を含む) 

工事課の係長（総括監

督員を含む）又は４級

以上の技術職員 

※３級以上の技術職員 

 

工事課の 

技術職員 

※職員 

 

注１：該当する技術職員不在の職場の工事検査職員の指名は、この基準によらず別に指名する。 

注２：※印の工事検査職員及び検査立会者は、該当する技術職員不在の場合等、やむを得ない理由がある場

合に指名できる。 

注３：500万円未満の請負契約工事については、工事検査依頼書及び工事検査通知書兼検査職員指名書を省略す

るものとする。 

注４：表中の用語は次のとおりとする。 

工事課長  当該工事を所管する課長 

課長補佐  監督職員以外の課長補佐 

係  長  監督職員以外の係長 

附 則 

この基準は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

  

この基準は、令和７年10月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

 （特例） 

２ この基準は、この基準の施行の日前に施行された高知市土木請負工事技術管理指針の一部を改正する指針等につ

いても適用する。 

 

 

検査別紙第３号 

工事検査職員区分及び指名基準 

高知市請負工事検査実施要綱第５条による工事検査職員区分及び指名基準については、次の表のとお

りとする。 

検査区分  
3000万円以上 

の請負契約工事 

500万円以上3000万円 

未満の請負契約工事 

500万 円 未 満 

の請負契約工事 
備  考 

 

 

 

 

完  成 

 

中  間 

 

出 来 高 

 

そ の 他 

検 

査 

責 

任 

者 

技術監理課長 工事課長  

工 

事 

検 

査 

職 

員 

技術監理課長 工事課長 

検査責任者が

自ら検査する

場合 

技術監理課長補佐 

技術監理課再任用主幹 

技術監理課再任用副主幹 

※課長補佐級以上の技術

職員 

技術監理課長補佐 

技術監理課再任用主幹 

技術監理課再任用副主幹 

※係長級以上の技術職員         

 

課長補佐級以上

の技術職員 

※係長級以上の技

術職員（再任用副

主幹を含む） 

検査責任者が

工事検査職員

を指名して行

う場合 

検 

査 

立 

会 

者 

工事課長 

※工事課の係長以上

(総括監督員を含む) 

工事課の係長（総括監

督員を含む）又は４級

以上の技術職員 

※３級以上の技術職員 

 

工事課の 

技術職員 

※職員 

 

注１：該当する技術職員不在の職場の工事検査職員の指名は、この基準によらず別に指名する。 

注２：※印の工事検査職員及び検査立会者は、該当する技術職員不在の場合等、やむを得ない理由がある場

合に指名できる。 

注３：500万円未満の請負契約工事については、工事検査依頼書及び工事検査通知書兼検査職員指名書を省略す

るものとする。 

注４：表中の用語は次のとおりとする。 

工事課長  当該工事を所管する課長 

課長補佐  監督職員以外の課長補佐 

係  長  監督職員以外の係長 

附 則 

この基準は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和７年10月１日から施行する。 

 

 

 （特例） 

２ この基準は、この基準の施行の日前に施行された高知市土木請負工事技術管理指針の一部を改正する指針等につ

いても適用する。 



令和7年度
必携P372 工事成績評定（建築・建築設備・設備工事共通　予定価格500万円以上）

評
定

様
式

第
６号

－
２－

11

■
安
全
衛
生
関
係

27
  安

全
仮

設
備

等
の

工
夫

（落
下

物
，

墜
落

，
転

落
，

挟
ま

れ
，

看
板

，
立

入
禁

止
柵

，
手

摺
り

，
足

場
等

）
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

28
  安

全
衛

生
教

育
，

技
術

向
上

講
習

会
等

，
ミー

テ
ィ

ン
グ

，
安

全
パ

トロ
ー

ル
等

に
関

す
る

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

29
  現

場
事

務
所

，
休

憩
所

等
の

環
境

向
上

の
工

夫
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

30
  酸

欠
対

策
・有

毒
ガ

ス
・可

燃
ガ

ス
の

処
理

又
は

粉
塵

防
止

策
や

作
業

中
の

換
気

等
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

31
  周

辺
道

路
等

の
事

故
防

止
又

は
一

般
交

通
確

保
等

の
た

め
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

32
  改

修
工

事
に

お
け

る
既

存
施

設
利

用
者

等
に

対
す

る
安

全
対

策
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

33
  作

業
時

に
お

け
る

作
業

環
境

改
善

等
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

34
   

ゴ
ミの

減
量

化
，

ア
イ

ド
リン

グ
ス

トッ
プ

の
励

行
等

の
地

球
環

境
へ

の
工

夫
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

35
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

■
施

工
管

理
関

係

36
  出

来
形

の
管

理
等

に
関

す
る

工
夫

37
  施

工
計

画
書

又
は

写
真

記
録

等
に

関
す

る
工

夫

38
  出

来
形

・品
質

に
関

す
る

計
測

等
の

工
夫

及
び

集
計

の
工

夫

39
  Ｃ

Ａ
Ｄ

，
施

工
管

理
ソ

フ
ト等

の
活

用

40
　

施
工

合
理

化
技

術
※

を
活

用
し

た
施

工
管

理
の

工
夫

41
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※
施

工
合

理
化

技
術

：プ
レ

ハ
ブ

化
，

ユ
ニ

ッ
ト化

，
自

動
化

施
工

(IC
T

施
工

，
ロ

ボ
ッ

ト活
用

等
)，

BI
M

，
A

SP
等

を
活

用
し

た
も

の
で

施
工

の
合

理
化

に
資

す
る

も
の

に
限

る
。

■
そ

の
他

42
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

43
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

44
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

0

点

※
１　

創
意

工
夫

に
お

い
て

は
，

「４
　

工
事

特
性

」の
考

査
項

目
に

お
い

て
評

価
す

る
ほ

ど
で

は
な

い
が

，
企

業
の

工
夫

や
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

特
筆

す
べ

き
便

益
が

あ
れ

ば
加

点
・抽

出
記

載
す

る
。

※
２　

「２
　

施
工

状
況

」「
３　

出
来

形
及

び
出

来
栄

え
」に

お
い

て
も

創
意

工
夫

は
加

点
対

象
と

す
る

が
，

企
業

努
力

を
引

き
立

た
せ

る
た

め
本

考
査

項
目

で
も

再
評

価
す

る
。

　

※
３　

工
夫

事
項

（選
定

）及
び

詳
細

評
価

は
，

所
属

長
と

の
合

議
を

を
も

っ
て

記
述

す
る

。

※
４　

「４
　

工
事

特
性

」と
の

二
重

評
価

は
し

な
い

。

※
　

１項
目

1点
を

目
安

と
す

る
が

，
内

容
に

よ
っ

て
は

そ
れ

以
上

又
は

以
下

の
点

数
を

与
え

て
も

よ
い

。

※
　

該
当

事
項

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

価
す

る
。

創
意

工
夫

事
項

評
価

※
　

特
に

評
価

す
べ

き
工

夫
事

項
を

，
加

点
評

価
と

す
る

。

［*
印

を
付

し
た

工
夫

事
項

に
つ

い
て

，
評

価
内

容
を

詳
細

記
述

］

※
　

加
点

は
，

7～
0点

の
範

囲
と

す
る

。

工
 事

 成
 績

 採
 点

 の
 考

 査
 項

 目
 別

 採
 点

 表
　

　
　

（第
一

次
評

定
者

）　
建

築
・建

築
設

備
・設

備
工

事
共

通
［記

入
方

法
］　

評
価

対
象

と
す

る
場

合
は

，
左

に
*印

を
記

入
し

，
に

○
印

を
記

入
す

る
。

[創
意

工
夫

の
詳

細
評

価
]

作
業

環
境

そ
の

他
(項

目
記

載
)

考
査

項
目

細
　

　
　

別
工

夫
事

項
施

工
性

品
質

安
全

性

５－
２．

　
創

意
工

夫

［軽
微

な
も

の
］

評
定

様
式

第
６号

－
２－

11

■
安
全
衛
生
関
係

27
  安

全
仮

設
備

等
の

工
夫

（落
下

物
、

墜
落

、
転

落
、

挟
ま

れ
、

看
板

、
立

入
禁

止
柵

、
手

摺
り

、
足

場
等

）
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

28
  安

全
衛

生
教

育
、

技
術

向
上

講
習

会
等

、
ミー

テ
ィ

ン
グ

、
安

全
パ

トロ
ー

ル
等

に
関

す
る

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

29
  現

場
事

務
所

、
休

憩
所

等
の

環
境

向
上

の
工

夫
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

30
  酸

欠
対

策
・有

毒
ガ

ス
・可

燃
ガ

ス
の

処
理

又
は

粉
塵

防
止

策
や

作
業

中
の

換
気

等
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

31
  周

辺
道

路
等

の
事

故
防

止
又

は
一

般
交

通
確

保
等

の
た

め
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

32
  改

修
工

事
に

お
け

る
既

存
施

設
利

用
者

等
に

対
す

る
安

全
対

策
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

33
  作

業
時

に
お

け
る

作
業

環
境

改
善

等
の

工
夫

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

34
   

ゴ
ミの

減
量

化
、

ア
イ

ド
リン

グ
ス

トッ
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の
励

行
等

の
地

球
環

境
へ

の
工

夫
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

35
  そ

の
他

（理
由

：　
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■
施

工
管

理
関

係

36
  出

来
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管

理
等

に
関

す
る

工
夫

37
  施

工
計

画
書

又
は

写
真

記
録

等
に

関
す

る
工

夫

38
  出

来
形

・品
質
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関

す
る

計
測

等
の

工
夫

及
び

集
計

の
工

夫

39
  Ｃ

Ａ
Ｄ

、
施

工
管

理
ソ

フ
ト等

の
活

用

40
　

施
工

合
理

化
技

術
※

を
活

用
し

た
施

工
管

理
の

工
夫

41
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※
施

工
合

理
化

技
術

：プ
レ

ハ
ブ

化
、

ユ
ニ

ッ
ト化

、
自

動
化

施
工

(IC
T

施
工

、
ロ

ボ
ッ

ト活
用

等
)、

BI
M

、
A

SP
等

を
活

用
し

た
も

の
で

施
工

の
合

理
化

に
資

す
る

も
の

に
限

る
。

■
そ

の
他

42
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

43
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

44
  そ

の
他

（理
由

：　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

(　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

0

点
[創

意
工

夫
の

詳
細

評
価

]

※
　

特
に

評
価

す
べ

き
工

夫
事

項
を

、
加

点
評

価
と

す
る

。

※
　

評
点

は
、

７点
～

－
１点

の
範

囲
と

す
る

。

※
　
週
休
2日

制
工
事
に
お
い
て
週
休
２
日
を
月
単
位
で
達
成
し
た
場
合
は
１
、
週
単
位
で
達
成
し
た
場
合
は
２
と
す
る
｡

※
　

受
注

者
に

明
ら

か
に

週
休

２日
に

取
り

組
む

姿
勢

が
見

ら
れ

な
い

、
通

期
の

週
休

2日
を

満
た

し
て

い
な

い
場

合
は

－
1と

す
る

。
（注

意
：営

繕
工

事
の

み
適

用
）

※
　

該
当

事
項

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

価
す

る
。

※
　

１項
目

1点
を

目
安

と
す

る
が

、
内

容
に

よ
っ

て
は

そ
れ

以
上

又
は

以
下

の
点

数
を

与
え

て
も

よ
い

。

※
１　

創
意

工
夫

に
お

い
て

は
、

「４
　

工
事

特
性

」の
考

査
項

目
に

お
い

て
評

価
す

る
ほ

ど
で

は
な

い
が

、
企

業
の

工
夫

や
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

特
筆

す
べ

き
便

益
が

あ
れ

ば
加

点
・抽

出
記

載
す

る
。

※
２　

「２
　

施
工

状
況

」「
３　

出
来

形
及

び
出

来
栄

え
」に

お
い

て
も

創
意

工
夫

は
加

点
対

象
と

す
る

が
、

企
業

努
力

を
引

き
立

た
せ

る
た

め
本

考
査

項
目

で
も

再
評

価
す

る
。

　

※
３　

工
夫

事
項

（選
定

）及
び

詳
細

評
価

は
、

所
属

長
と

の
合

議
を

を
も

っ
て

記
述

す
る

。

※
４　

「４
　

工
事

特
性

」と
の

二
重

評
価

は
し

な
い

。

事
項

評
価

［*
印

を
付

し
た

工
夫

事
項

に
つ

い
て

、
評

価
内

容
を

詳
細

記
述

］

工
 事

 成
 績

 採
 点

 の
 考

 査
 項

 目
 別

 採
 点

 表
　

　
　

（第
一

次
評

定
者

）　
建

築
・建

築
設

備
・設

備
工

事
共

通
［記

入
方

法
］　

評
価

対
象

と
す

る
場

合
は

、
左

に
*印

を
記

入
し

、
に

○
印

を
記

入
す

る
。

作
業

環
境

そ
の

他
(項

目
記

載
)

考
査

項
目

細
　

　
　

別
工

夫
事

項
施

工
性

品
質

安
全

性

５－
２．

　
創

意
工

夫

［軽
微

な
も

の
］

創
意

工
夫



令和7年度
必携P403 工事成績評定（建築・建築設備・設備工事共通　予定価格200万円以上500万円未満）

評
定

様
式

第
９号

－
２－

４

　
施

工
規

模
の

大
き

さ
へ

の
対

応

　
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

　
技

術
固

有
の

難
し

さ
へ

の
対

応

　
厳

し
い

自
然

・地
盤

条
件

へ
の

対
応

　
厳

し
い

周
辺

環
境

等
，

社
会

条
件

へ
の

対
応

　
施

工
現

場
で

の
対

応

　
そ

の
他

※
　

工
事

特
性

は
，

加
点

評
価

と
す

る
。

※
　

加
点

は
，

13
点

～
０点

の
範

囲
と

す
る

。

※
　

該
当

事
項

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

価
す

る
。

※
　

１項
目

２点
を

目
安

と
す

る
が

，
内

容
に

よ
っ

て
は

そ
れ

以
上

の
点

数
を

与
え

て
も

よ
い

。

※
１　

工
事

特
性

は
，

当
該

工
事

特
有

の
難

度
の

高
い

条
件

（各
対

応
事

項
の

内
容

）に
つ

い
て

適
切

に
対

応
し

た
こ

と
を

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

な
お

，
「創

意
工

夫
」と

の
二

重
評

価
は

し
な

い
。

　

※
２　

詳
細

評
価

の
記

述
に

あ
た

っ
て

は
，

所
属

長
と

の
合

議
と

し
，

各
考

査
項

目
は

対
応

事
項

で
大

分
類

し
，

評
価

す
る

内
容

を
記

述
す

る
。

　
準

備
・後

片
付

け
関

係

　
施

工
関

係

　
品

質
関

係

　
安

全
衛

生
関

係

　
施

工
管

理
関

係

　
そ

の
他

（週
休

２日
制

モ
デ

ル
工

事
に

お
い

て
４週

８休
を

達
成

し
た

）

　
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

※
　

特
に

評
価

す
べ

き
工

夫
事

項
を

加
点

評
価

と
す

る
。

※
　

加
点

は
，

７点
～

０点
の

範
囲

と
す

る
。

※
　

該
当

事
項

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

価
す

る
。

※
　

１項
目

１点
を

目
安

と
す

る
が

，
内

容
に

よ
っ

て
は

そ
れ

以
上

の
点

数
を

与
え

て
も

よ
い

。

※
1.

　
創

意
工

夫
に

お
い

て
は

，
「４

　
工

事
特

性
」の

考
査

項
目

に
お

い
て

評
価

す
る

ほ
ど

で
は

な
い

が
，

企
業

の
工

夫
や

ノ
ウ

ハ
ウ

に
よ

り
特

筆
す

べ
き

便
益

が
あ

れ
ば

加
点

・抽
出

記
載

す
る

。

※
２　

「２
　

施
工

状
況

」「
３　

出
来

形
及

び
出

来
栄

え
」に

お
い

て
も

創
意

工
夫

は
加

点
対

象
と

す
る

が
，

企
業

努
力

を
引

き
立

た
せ

る
た

め
本

考
査

項
目

で
も

再
評

価
す

る
。

　

※
３　

工
夫

事
項

（選
定

）及
び

詳
細

評
価

は
，

所
属

長
と

の
合

議
を

を
も

っ
て

記
述

す
る

。

※
４　

「４
　

工
事

特
性

」と
の

二
重

評
価

は
し

な
い

。

に
*印

を
記

入
す

る

考
査

項
目

4． 工
事

特
性

対
　

　
応

　
　

事
　

　
項

点

細
　

　
　

別

施
工

条
件

等
へ

の
対

応

点

５． 創
意

工
夫

［軽
微

な
も

の
］

創
意

工
夫

工
 事

 成
 績

 採
 点

 の
 考

 査
 項

 目
 別

 採
 点

 表
　

　
　

（第
一

次
評

定
者

）　
建

築
・建

築
設

備
・設

備
工

事
共

通
［記

入
方

法
］　

該
当

す
る

項
目

の

評
定

様
式

第
９号

－
２－

４

　
施

工
規

模
の

大
き

さ
へ

の
対

応

　
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

　
技

術
固

有
の

難
し

さ
へ

の
対

応

　
厳

し
い

自
然

・地
盤

条
件

へ
の

対
応

　
厳

し
い

周
辺

環
境

等
、

社
会

条
件

へ
の

対
応

　
施

工
現

場
で

の
対

応

　
そ

の
他

※
　

工
事

特
性

は
、

加
点

評
価

と
す

る
。

※
　

加
点

は
、

13
点

～
０点

の
範

囲
と

す
る

。

※
　

該
当

事
項

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

価
す

る
。

※
　

１項
目

２点
を

目
安

と
す

る
が

、
内

容
に

よ
っ

て
は

そ
れ

以
上

の
点

数
を

与
え

て
も

よ
い

。

※
１　

工
事

特
性

は
、

当
該

工
事

特
有

の
難

度
の

高
い

条
件

（各
対

応
事

項
の

内
容

）に
つ

い
て

適
切

に
対

応
し

た
こ

と
を

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

な
お

、
「創

意
工

夫
」と

の
二

重
評

価
は

し
な

い
。

　

※
２　

詳
細

評
価

の
記

述
に

あ
た

っ
て

は
、

所
属

長
と

の
合

議
と

し
、

各
考

査
項

目
は

対
応

事
項

で
大

分
類

し
、

評
価

す
る

内
容

を
記

述
す

る
。 [創

意
工

夫
の

詳
細

評
価

]

　
準

備
・後

片
付

け
関

係

　
施

工
関

係

　
品

質
関

係

　
安

全
衛

生
関

係

　
施

工
管

理
関

係

　
そ

の
他

（　
週

休
2日

制
工

事
に

お
い

て
●

単
位

で
週

休
２日

を
達

成
　

　
　

）

　
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

※
　

特
に

評
価

す
べ

き
工

夫
事

項
を

加
点

評
価

と
す

る
。

※
　

評
点

は
、

７点
～

－
１点

の
範

囲
と

す
る

。

※
　

週
休

2日
制

工
事

に
お

い
て

週
休

２日
を

月
単

位
で

達
成

し
た

場
合

は
１、

週
単

位
で

達
成

し
た

場
合

は
２と

す
る

。

※
　

受
注

者
に

明
ら

か
に

週
休

２日
に

取
り

組
む

姿
勢

が
見

ら
れ

な
い

、
通

期
の

週
休

2日
を

満
た

し
て

い
な

い
場

合
は

－
1と

す
る

。
（注

意
：営

繕
工

事
の

み
適

用
）

※
　

該
当

事
項

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

価
す

る
。

※
　

１項
目

１点
を

目
安

と
す

る
が

、
内

容
に

よ
っ

て
は

そ
れ

以
上

の
点

数
を

与
え

て
も

よ
い

。

※
1.

　
創

意
工

夫
に

お
い

て
は

、
「４

　
工

事
特

性
」の

考
査

項
目

に
お

い
て

評
価

す
る

ほ
ど

で
は

な
い

が
、

企
業

の
工

夫
や

ノ
ウ

ハ
ウ

に
よ

り
特

筆
す

べ
き

便
益

が
あ

れ
ば

加
点

・抽
出

記
載

す
る

。

※
２　

「２
　

施
工

状
況

」「
３　

出
来

形
及

び
出

来
栄

え
」に

お
い

て
も

創
意

工
夫

は
加

点
対

象
と

す
る

が
、

企
業

努
力

を
引

き
立

た
せ

る
た

め
本

考
査

項
目

で
も

再
評

価
す

る
。

　

※
３　

工
夫

事
項

（選
定

）及
び

詳
細

評
価

は
、

所
属

長
と

の
合

議
を

を
も

っ
て

記
述

す
る

。

※
４　

「４
　

工
事

特
性

」と
の

二
重

評
価

は
し

な
い

。

に
*印

を
記

入
す

る

考
査

項
目

4． 工
事

特
性

細
　

　
　

別

施
工

条
件

等
へ

の
対

応

点

５． 創
意

工
夫

［軽
微

な
も

の
］

創
意

工
夫

対
　

　
応

　
　

事
　

　
項

点

工
 事

 成
 績

 採
 点

 の
 考

 査
 項

 目
 別

 採
 点

 表
　

　
　

（第
一

次
評

定
者

）　
建

築
・建

築
設

備
・設

備
工

事
共

通
［記

入
方

法
］　

該
当

す
る

項
目

の



令和7年度
必携P661 工事完成後のフロー図（500万円以上の請負工事の場合）

工事完成後のフロー図（500万円以上の請負工事の場合）

受注者 監督職員

工事完成 完成届提出等
設計図書との照合
（監督職員検査）

（現場、完成図書精査）

契約課

完成届の受理 提出 完成届

工事課長に各１部返却

評定
（一次、二次）

工事課長 検査責任者 工事検査職員

検査依頼書
検査通知書兼指名書

決裁
検査依頼書

検査通知書兼指名書
依頼

検査依頼書
検査通知書兼指名書

指名 検査

評定結果印刷
（最終評定済データを監督へメール）

最終評定（入力）

検査調書
提出

（工事検査職員⇒検査責任者）検査調書決裁

工事課決裁

受注者 契約課
送付

【提出書類】
　①検査依頼書(2部)　②検査通知兼指名書(2部)
　③(1)着工届、(2)現場代理人･技術者届、(3)完成届
　　(4)設計書表紙[変更設計書等]　　　　　③は全て(写し)
　　　(工事概要、工期延期、変更理由含む)
　　(5)前払申請書、(6)工事特性、創意工夫の実施状況報告
   　　　　　　　　〔該当項目を評価対象とした場合のみ〕
　④(1)評定データ(ﾒｰﾙ)、(2)施工ﾌﾟﾛｾｽﾁｪｯｸﾘｽﾄ(ﾒｰﾙ)

※合格通知・評定結果通知
への市長印押印（契約課）

合格通知書・評定結果通知

【提出書類】
　⑤検査調書(1部)　⑥検査合格通知書(2部)
　⑦工事成績評定通知書･項目別評定点(2部)
　⑧工事成績評定表･細目別評価点表
　　※評定表の一次、二次、最終評定者の☑済(1枚で1部)
　⑨工事成績採点の考査項目別採点表(一次、二次、最終各一式)
　⑩検査記録(2部)　⑪検査結果報告書(2部)(土木)     (1部）
　⑫検査写真(2部)　⑬着工前･完成写真(2部)(土木)
                     全景写真(2部)(建築)

【返却書類】
　⑤検査調書(1部)　⑥検査合格通知書(2部)
　⑦工事成績評定通知書･項目別評定点(2部)
　⑧工事成績評定表･細目別評価点表
　　※評定表の一次、二次、最終評定者の☑済(1枚で1部)
　⑨工事成績採点の考査項目別採点表(一次、二次、最終各一式)
　⑩検査記録(1部)　⑪検査結果報告書(1部)(土木)     (1部)
　⑫検査写真(1部)　⑬着工前･完成写真(1部)(土木)
                     全景写真(1部)(建築)

工事完成後のフロー図（500万円以上の請負工事の場合）

受注者 監督職員

工事完成 完成届提出等
設計図書との照合
（監督職員検査）

（現場，完成図書精査）

契約課

完成届の受理 提出 完成届

工事課長に各１部返却

評定
（一次，二次）

工事課長 検査責任者 工事検査職員

検査依頼書
検査通知書兼指名書

決裁
検査依頼書

検査通知書兼指名書
依頼

検査依頼書
検査通知書兼指名書

指名 検査

評定結果印刷
（最終評定済データを監督へメール）

最終評定（入力）

検査調書
提出

（工事検査職員⇒検査責任者）検査調書決裁

工事課決裁

受注者 契約課
送付

【提出書類】
　①検査依頼書(2部)　②検査通知兼指名書(2部)
　③(1)着工届，(2)現場代理人･技術者届，(3)完成届
　　(4)設計書表紙[変更設計書等]　　　　　③は全て(写し)
　　　(工事概要，工期延期，変更理由含む)
　　(5)前払申請書，(6)工事特性，創意工夫の実施状況報告
   　　　　　　　　〔該当項目を評価対象とした場合のみ〕
　④(1)評定データ(ﾒｰﾙ)，(2)施工ﾌﾟﾛｾｽﾁｪｯｸﾘｽﾄ(ﾒｰﾙ)

※合格通知・評定結果通知
への市長印押印（契約課）

合格通知書・評定結果通知

【提出書類】
　⑤検査調書(2部)　⑥検査合格通知書(2部)
　⑦工事成績評定通知書･項目別評定点(2部)
　⑧工事成績評定表･細目別評価点表
　　※評定表の一次,二次,最終評定者の☑済(1枚で1部)
　⑨工事成績採点の考査項目別採点表(一次,二次,最終各一式)
　⑩検査記録(2部)　⑪検査結果報告書(2部)(土木)     (1部）
　⑫検査写真(2部)　⑬着工前･完成写真(2部)(土木)
                     全景写真(2部)(建築)

【返却書類】
　⑤検査調書(1部)　⑥検査合格通知書(2部)
　⑦工事成績評定通知書･項目別評定点(2部)
　⑧工事成績評定表･細目別評価点表
　　※評定表の一次,二次,最終評定者の☑済(1枚で1部)
　⑨工事成績採点の考査項目別採点表(一次,二次,最終各一式)
　⑩検査記録(1部)　⑪検査結果報告書(1部)(土木)     (1部)
　⑫検査写真(1部)　⑬着工前･完成写真(1部)(土木)
                     全景写真(1部)(建築)
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【猛暑日を含む工期の場合は、記載必要】 

第41条 工期 

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が 

含まれる。 

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数９日が工期に含ま 

れている。なお、実際の猛暑日日数が９日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せ 

ざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができ 

る。（港湾工事を除く） 

※猛暑日とは、８時から17 時までのＷＢＧＴ値が31以上の時間を足し合わせた 

日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載さ 

れている観測データによる。 

 

【現場環境改善費を計上するすべての工事は、記載必要】 

第42条 現場環境改善費 

１  現場環境改善費に要する費用（熱中症対策・防寒対策に要する費用を除く） 

    設計図書に現場環境改善費率が計上されている場合は、施工条件明示書に記

載された内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者

が実施する内容について、率分で計上される額を上回っていることを事前に確

認し、実施後には積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。 

２ 熱中症対策・防寒対策に関する費用 

    熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期

間及び概算費用等について、事前に協議を行うとともに、協議により認められ

た費用については、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする。 
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【情報共有システム活用工事は、記載必要】 

第43条 工事施工中の情報共有システムの活用について  

１ 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有す 

ることにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の受注者希望型工事であ

る。契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。 

  なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン(案) (高知市)」に

よること。 

  ２ システムを活用する際は、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を

締結するものとする。  

（１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 

（２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正ア

クセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速や

かに受注者に連絡を行い 適正な処置を行う旨 

 （３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も

しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合に

は、受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止する

ことができる旨 

  ３  受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行う

ためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 

 

 第44条 電子納品について 

 １  本工事は、工事完成図書を電子媒体で納品することにより、業務の効率化、省

資源等を図る電子納品活用の受注者希望型工事である。 

   なお、詳細については「電子納品運用に関するガイドライン 工事編(高知

市)」によること。 


